介護給付費算定に係る体制等に関する届出　必要添付書類一覧
通常の届出の際に提出が必要である（別紙３－２）及び（別紙１－１）と併せて、届出項目に応じた必要添付書類の提出が必要です。

	届出項目
	必要添付書類

	ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制
	なし

	特定事業所集中減算
	特定事業所集中減算に係る届出関係書類

	特定事業所加算Ⅰ
特定事業所加算Ⅱ
特定事業所加算Ⅲ

特定事業所医療介護連携加算
	（１）（別紙３６）特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書（居宅介護支援事業所）
（２）上記の書類（別紙３６）を参考に、それぞれの加算の区分における各要件を満たすことがわかる書類

	特定事業所加算Ａ
	（１）（別紙３６－２）特定事業所加算(A)に係る届出書（居宅介護支援事業所）
（２）上記の書類（別紙３６－２）を参考に、それぞれの加算の区分における各要件を満たすことがわかる書類

	ターミナルケアマネジメント加算
	（別紙３６）特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書（居宅介護支援事業所）

	介護職員等処遇改善加算
	介護職員等処遇改善加算　処遇改善計画書　一式

※原則、加算を取得する年度の前年度の２月末日までに提出する必要があること。

※年度の途中で取得する場合は加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出する必要があること。


